
〇各道路管理者において、道路を安全に正しく利用していただくことなどを目的に、歩行パトロールによる道路上の
危険箇所や道路占用物件の点検、特殊車両の取締りなどを行いました。

～ 四国地方整備局～

点検活動 ～ 道路を安全に正しく利用していただくための取組を行いました ～

６

徳島県内の直轄国道における道路占用物件（マンホール等）について、マンホールと路面との段差等による修繕必要箇所が
ないか点検を行いました。

道路上の点検事例

特殊車両等の指導・取締り事例

違法に走行している特殊車両・過積載車両は道路を劣化させる原因となるとともに、深刻な事故の原因となるため、指導・取締りを
通じて道路利用者に法令遵守の意識向上を促し、道路構造の保全や道路交通の危険防止につながる取組を行いました。

～ 北海道開発局 ～

国道４０号稚内市 更喜苫内駐車場 国道５号 鷲ノ木車両計測所
わし の きわっかない さら き とま ない


